
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　太陽電池で発生された電力をインバータで交流電力に変換し、商用系統電源に連係する
太陽光発電システム用パワーコンディショナにおいて、
　１日分のデータを記憶するメモリを含み、前記インバータが停止している時間を管理し
、既定時間以上であれば１日を経過したものと判断して前記メモリをクリアし、新たなデ
ータを前記メモリに記憶させる制御手段を備えたことを特徴とする、太陽光発電システム
用パワーコンディショナ。
【請求項２】
　さらに、前記インバータが動作中、既定時間ごとの電力量を一定数グラフで表示する表
示部を含み、
　前記制御手段は、時間の経過に伴って前記表示部に表示されるデータを更新し、前記グ
ラフ上で過去のデータを順次移動させ、前記インバータが停止中はデータを更新せず表示
を固定することを特徴とする、請求項１に記載の太陽光発電システム用パワーコンディシ
ョナ。
【請求項３】
　さらに、前記制御手段から離れて遠隔的に制御指令を与えるためのリモートコントロー
ラを含
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み、
前記リモートコントローラは、前記インバータの運転中は前記太陽電池からの電力で動

作し、前記インバータ停止中の操作内容を前記インバータ起動時に前記制御手段に転送す



ことを特徴とする、請求項１または２に記載の太陽光発電システム用パワーコンディシ
ョナ。
【請求項４】
　前記リモートコントローラは、前記インバータが停止している時間管理を行い、その時
間管理は前記商用系統電源からの電力によって動作することを特徴とする、請求項３に記
載の太陽光発電システム用パワーコンディショナ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は太陽光発電システム用パワーコンディショナに関し、特に、太陽電池により得
られた直流電力を交流電力に変換して商用系統電源に連系する太陽光発電システム用パワ
ーコンディショナに関する。
【０００２】
【従来の技術】
一般に、太陽光発電システム用パワーコンディショナは、主回路としてのインバータ部と
、インバータ駆動回路部と、制御回路部と、表示部と、操作部と、これら各部に必要な電
力を供給する電源回路部とから構成されている。表示部は制御回路部で検出および演算さ
れたパワーコンディショナの瞬時出力電力および積算電力あるいはユーザが任意で初期化
できる期間電力量を表示する。また、１日間あるいは１ヶ月間などの決まった時間の電力
量を表示するものについては、時計およびカレンダー機能を有し、内蔵されているタイマ
により時刻，時間を判断するものであり、電源回路が太陽電池からの電力を変換し、各回
路に供給するものであれば、タイマ用の夜間バックアップ電源あるいは商用系統電源から
供給する電源回路を有している。
【０００３】
また、別の従来の方法では、特開２０００－３０４７７９号に記載されているように、時
計機能を持たず、タイマで１日の電力量を演算および表示するものがある。また、夜間操
作においては、夜間バックアップ電源あるいは商用系統電源から供給する電源回路を用い
、記憶している表示内容を操作に合わせて表示するのみであり、データの更新などの操作
を行なわない。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
太陽光発電システムは、太陽電池の発電電力を優先的に利用し、商用系統電源の消費電力
を低減することを目的とし、また発電電力が家庭内で消費される電力を上回る場合には逆
潮流し、電力会社に電力を売ることが可能である。したがって、その発電電力量は需要家
にとって重要な情報である。
【０００５】
太陽電池は日射量によりその発電電力は変化し、一定出力が得られるわけではないことか
ら、時間からその電力量を予想することは困難である。このため、需要家にとって発電電
力量およびその推移を確認することは機能上有意義である。
【０００６】
しかしながら、時計機能を持たない従来の方法では、毎日の電力量を知る場合、積算電力
量表示を毎日読取り減算する、あるいは期間電力量を毎日初期化するなど、手間がかかる
。
【０００７】
また、時計機能を内蔵している従来の方法では、１日の電力量を演算して表示することは
自動的にできるが、時刻が正確でないと正しい情報を得ることはできず、設置時に時刻設
定が必要となる。また、内部の電源として商用系統電源を用いる場合は停電が発生した場
合、停電後改めて設定をする必要がある。タイマの電源として電池を用いる場合について
も、電池の消耗により電池交換および時刻設定をする必要があり、いずれも手間がかかる
という問題がある。
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【０００８】
また、時計機能ではなくタイマにより時間を計測し、電力量演算，表示を行なう従来の方
法では、１日は２４時間前から現在までのことであり、その電力量は当日の発電開始から
の電力量ではなく、２４時間分の電力量となる。すなわち、たとえば正午に１日の電力量
を確認したとすれば、昨日の正午から現在までの電力量であり、当日の発電開始から正午
までの電力量を知ることができない。
【０００９】
また、太陽電池が発電しない夜間などにおいては、電源回路が太陽電池からの電力を変換
し、各回路に供給するものであれば、リモートコントローラを操作した場合にパワーコン
ディショナの制御回路部が動作していないため操作を受付けない、あるいは操作内容が反
映されず、無効になるという問題がある。
【００１０】
それゆえに、この発明の主たる目的は、時計機能を持たず、時刻設定などを要することな
く、太陽光発電の１日の電力量などの発電の情報を表示できる太陽光発電システム用パワ
ーコンディショナを提供することである。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
この発明は、太陽電池で発生された電力をインバータで交流電力に変換し、商用系統電源
に連係する太陽光発電システム用パワーコンディショナにおいて、１日分のデータを記憶
するメモリを含み、インバータが停止している時間を管理して既定時間以上であれば１日
を経過したものと判断し、メモリをクリアして新たなデータをメモリに記憶する制御手段
を含むことを特徴とする。
【００１２】
さらに、インバータが動作中、既定時間ごとの電力量を一定数グラフで表示する表示部を
含み、制御手段は時間の経過に伴って表示部に表示されるデータを更新し、グラフ上で過
去のデータを順次移動させ、インバータが停止中はデータを更新せず表示を固定すること
を特徴とする。
【００１３】
さらに、制御手段から離れて遠隔的に制御指令を与えるためのリモートコントローラを含
むことを特徴とする。
【００１４】
また、リモートコントローラは、インバータが停止している時間管理を行い、その時間管
理は商用系統電源からの電力によって動作することを特徴とする。
【００１５】
また、リモートコントローラは、インバータの運転中は太陽電池からの電力で動作し、イ
ンバータ停止中の操作内容をインバータ起動時に制御手段に転送することを特徴とする。
【００１６】
【発明の実施の形態】
図１はこの発明の一実施形態の太陽光発電システム用パワーコンディショナの構成を示す
ブロック図である。図１において、太陽光発電システム用パワーコンディショナは、太陽
電池１と、太陽電池１から得られた直流電力を交流電力に変換し、商用系統電源３に連系
するインバータ部２と、インバータ部２を駆動するための駆動回路４および５と、太陽電
池１からの直流電力を用いてインバータ部２に駆動電力を供給する主要電源部としての電
源回路６と、商用系統電源３からの交流電力を直流電力に変換して用いる補助電源部とし
ての電源回路７と、電源回路６から制御電源が供給され、インバータ部２に駆動信号を出
力する制御回路８と、制御回路８と通信信号をやり取りし、インバータ部２の動作を遠隔
制御する有線式リモートコントローラ９とから構成される。
【００１７】
制御回路８はインバータ部２の電力制御を始め、パワーコンディショナ全体の制御を行な
う回路であり、出力電力の演算および積算電力量，期間電力量，１日電力量，ＣＯ 2削減
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量の演算を行ない、内蔵されている不揮発性のメモリにそれらの値を保存する。また、リ
モートコントローラ９には通常電源回路６から逆流防止用ダイオードＤ１を介して電力が
制御電源として供給され、夜間など電源回路６からの電力供給が不可能な場合に限り、電
源回路７から逆流防止用ダイオードＤ２を介してリモートコントローラ９に制御電源が供
給される。
【００１８】
インバータ部２は高周波絶縁回路を用いており、以下簡単にその構成と動作について説明
する。太陽電池１から得られた直流電圧はインバータ部２内の高周波インバータ部１０に
与えられ、スイッチング素子により直流電圧が高周波交流電圧に変換される。変換された
高周波交流電圧はトランス１１に与えられて昇圧され、ダイオードブリッジ１２によって
全波整流されてＤＣフィルタ回路１３に与えられる。
【００１９】
ＤＣフィルタ回路１３は高周波成分を除去するリアクトルとコンデンサとで構成されてお
り、このＤＣフィルタ回路１３で高周波成分が除去された直流電圧は商用系統電源３の周
期と同期した交流電圧に変換するスイッチング素子で構成された低周波インバータ部１４
に入力される。低周波インバータ部１４からは交流電圧が発生され、その交流電圧はＡＣ
フィルタ回路１５に与えられ、高周波成分が除去される。ＡＣフィルタ回路１５で高周波
成分が除去された交流電圧は系統リレー１６を介して商用系統電源３に供給される。
【００２０】
上述にごとく構成されたインバータ部２において、太陽電池１から入力された直流電圧は
制御回路８で生成されたＰＷＭ制御信号によりスイッチング動作する高周波インバータ部
１０により高周波交流電圧に変換された後、トランス１１によって絶縁および昇圧される
。トランス１１により昇圧された高周波交流電圧はダイオードブリッジ１２により全波整
流されて直流電圧となった後、ＤＣフィルタ回路１３により高周波成分が除去される。こ
こで、商用系統電源３の波形を全波整流した波形となり、さらに制御回路８で生成される
商用系統電源３の周期と同期した折返し制御信号によりスイッチング動作する低周波イン
バータ部１４により交流電圧に変換され、ＡＣフィルタ回路１５と連系リレー１６とを介
して商用系統電源３と連系する交流電圧が出力される。
【００２１】
電源回路６は太陽電池１からの電力をインバータ部２と制御回路８とリモートコントロー
ラ９に供給する。一方、電源回路７は電源回路６からの電源供給が不可能となった場合に
、商用系統電源３からの電力をリモートコントローラ９に供給する。電源回路６，７とし
ては、スイッチングレギュレータなどの方式が用いられる。
【００２２】
図２は図１に示したリモートコントローラの構成を示すブロック図であり、図３はリモー
トコントローラの外観図である。
【００２３】
リモートコントローラ９は図２に示すように、記憶部としての内部メモリとタイマを内蔵
する制御用マイクロコンピュータ（以下、制御用マイコンと称す）２０と、その制御用マ
イコン２０により制御される液晶モジュールとしての表示部１７とを備えている。さらに
、リモートコントローラ９は本体と接続するためのコネクタ１９を有しており、このコネ
クタ１９を介して本体から制御電源および通信信号がリモートコントローラ９に与えられ
る。コネクタ１９の受信側通信信号用端子は、抵抗Ｒ１を介してフォトカプラ２５の発光
部の入力端子に接続され、発光部の他方の入力端子には制御電源が供給される。フォトカ
プラ２５の受光素子の出力端子には、抵抗Ｒ２を介して制御電源が供給されるとともに、
そのフォトカプラ２５の出力端子が制御用マイコン２０の入力端子に接続されている。
【００２４】
一方、制御用マイコン２０の出力端子には、抵抗Ｒ４を介してトランジスタＴｒ１のベー
スが接続され、トランジスタＴｒ１のコレクタは抵抗Ｒ３を介してコネクタ１９の送信側
通信信号用端子に接続されている。これらの抵抗Ｒ１～Ｒ４とフォトカプラ２５とトラン
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ジスタＴｒ１によって通信回路が構成されている。本体の制御回路も同様の通信回路が内
蔵されており、リモートコントローラ９との間で双方向で送受信が可能となっている。
【００２５】
制御用マイコン２０には操作スイッチ１８が接続されている。操作スイッチ１８は図３に
示すように、「運転・停止切換」用の操作スイッチと、「連系／自立の運転モード切換」
用の操作スイッチと、「環境貢献モニタ」用の操作スイッチと、「表示切換」用の操作ス
イッチと、「期間電力量リセット」用の操作スイッチが内蔵されている。
【００２６】
また、液晶モジュールとしての表示部１７の表示内容は、運転状態（運転・停止・待機・
停電・日射不足・点検），運転モード（連系・自立），１日の１時間ごとの電力量の推移
を表わすグラフ，運転時出力電力，設置からの積算電力量，ある期間内の期間電力量，１
日の電力量，二酸化炭素削減量換算値，異常停止した場合のエラーコードの表示を含む。
【００２７】
上述のごとく構成された太陽光発電システム用パワーコンディショナにおいて、運転時に
表示部１７に表示される内容は、本体の制御回路８で演算され、制御回路８から出力され
る情報は、その都度リモートコントローラ９によって受信されて表示部１７に表示される
。また、リモートコントローラ９で操作した内容は、その都度本体の制御回路８に送信さ
れる。これらの処理はリモートコントローラ９に内蔵されたマイコンにより制御され、そ
れぞれのデータ通信は本体の制御回路８と２線でシリアルデータとして相互に行なわれる
。
【００２８】
図４はこの発明の一実施形態の太陽電池発電時の動作を示す図であり、図５は太陽電池出
力低下時の動作を示す図であり、図６は太陽電池が発電しないとき（夜間）の動作を示す
図であり、図７は太陽電池発電開始時の動作を示す図であり、図８は夜間に停電および復
電したときの動作を示す図であり、図９は通信データフォーマットを示す図であり、図１
０は電力量推移を表わすグラフ表示である。
【００２９】
次に、図１～図１０を参照して、この発明の一実施形態の具体的な動作について説明する
。
【００３０】
運転中は図４に示すように、本体が出力される電力を検出して電力量を演算する。そして
、常時検出した出力電力データがリモートコントローラ９に送信され、リモートコントロ
ーラ９はその出力データを受信して表示部１７に表示する。また、リモートコントローラ
１７は操作スイッチ１８が操作されるまで待機しており、操作スイッチ１８が操作される
とその操作情報を本体に送信する。リモートコントローラ９の表示部１７の表示内容の選
択は本体で決定され、電力量データがリモートコントローラ９に送信され、リモートコン
トローラ９はデータを受信し、表示を切換える。また、操作スイッチ１８は期間電力量リ
セットスイッチが操作されると、本体に送信し、本体は期間電力量を０にするとともに、
表示データとして０を送信する。リモートコントローラ９はデータを受信し、期間電力量
を０と表示する。
【００３１】
日射量が減少し、太陽電池１の出力が低下すると、制御回路８は太陽電池１の出力電圧の
低下を検出し、太陽電池１の出力電圧が第１の所定電圧以下となったときに、インバータ
部２にスイッチング素子をオフする信号を出力してインバータ部２を停止させる。
【００３２】
このとき、図５に示すように、制御回路８は積算電力量，期間電力量，１日の電力量，二
酸化炭素削減量の換算値，エラーコードなどのデータをリモートコントローラ９に記憶用
として送信するとともに、制御回路８の内部不揮発性メモリに保存する。この時点で、リ
モートコントローラ９は制御回路８から送信された記憶用のデータを内部メモリに記憶す
る。その後、制御回路８はリモートコントローラ９との通信を終了し、リモートコントロ
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ーラ９は制御回路８との通信が切れたことをトリガとしてタイマを起動させる。
【００３３】
電源回路６は第１の所定電圧よりさらに低い第２の所定電圧を設けており、さらに、日射
量が減少して太陽電池１の出力がさらに低下し、太陽電池１の出力電圧が第２の所定電圧
以下になったとき、電源回路６は駆動電源および制御電源の出力を停止する。これにより
、電源回路６はインバータ駆動回路４，５と制御回路８とリモートコントローラ９に電力
を供給しなくなり、制御回路８が停止する。ただし、電源回路７からリモートコントロー
ラ９に電力が供給されることにより、リモートコントローラ９は電源回路７からの電力に
より動作する。
【００３４】
電源回路７からリモートコントローラ９に電力が供給される場合、図６に示すように、表
示は操作スイッチ１８を操作した場合のみ、第２メモリ内のデータを読出して表示する。
電源回路６は第１の所定電圧よりさらに高い第３の所定電圧を設けており、翌朝などに日
射量が回復し、太陽電池１の出力が復帰して太陽電池１の出力電圧が第３の所定電圧以上
になったとき、図７に示すように電源回路６が動作を始め、インバータ部２と制御回路８
とリモートコントローラ９に電源供給を再開し、運転を開始する。
【００３５】
次に、通信データについて説明する。通信データは前述したようにシリアルで表わされ、
リモートコントローラ９から本体に送られるデータフォーマットは図９（ａ）に示すよう
に構成され、本体からリモートコントローラ９に送られるデータフォーマットは図９（ｂ
）に示すように構成されており、いずれもヘッダ部とデータ部とパリティビットとを含む
。図９（ｃ）はヘッダ部を示し、図９（ｄ）はリモートコントローラ９から本体への通信
データを示し、図９（ｅ）は本体からリモートコントローラ９への通信データを示してい
る。また、通信データにはデータ異常などを判別するために、決まった間隔（たとえば８
ビットごと）で区切り信号（たとえば＜“１”，“０”＞）を挿入することにしている。
【００３６】
前述のごとく、本体からリモートコントローラ９へ送信されるデータは表示内容を表わし
ている。ただしデータの中には電力を表わすものと積算電力量を表わすものなど種類があ
るため、本体からリモートコントローラ９へ送信されるデータ部は、データの種類と表示
データにより構成され、データ種類別コードで後段のデータの種類を指定している。
【００３７】
また、リモートコントローラ９から本体へ送信されるデータは操作内容を表わしている。
これは、運転時（電源回路６から供給時）のスイッチ操作以外に、夜間（電源回路７から
供給時）の動作状態を表わすものも含む。
【００３８】
次に、上述の通信フォーマットに従って通信を行なう場合の通信回路の動作について説明
する。通信回路において、図９（ｃ）で“１”で表している信号は送信側のトランジスタ
をオンする信号である。このとき、受信側のフォトカプラの出力はオンすることになり、
受信側では信号は「Ｌ」レベルとなる。“０”で表わしている信号はこの逆となる。した
がって、通信データを送信していない場合は、表中“０”で表わしている信号であり、受
信側では信号は「Ｈ」となっており、ヘッダ部の“１”（受信側「Ｌ」）により、データ
の始まりを確認する。
【００３９】
次に、制御回路８の通信終了再開をリモートコントローラ９が判別する方法について説明
する。制御回路８が通信を断つ場合、本体の制御回路８の通信回路の送信用トランジスタ
をオフ状態（データで表わすと“０”）にして継続する。このとき、受信側であるリモー
トコントローラ９は「Ｈ」レベル信号を受信し続ける。前述のごとく、データには決まっ
た間隔で区切り信号が入ることから、正常な通信であればリモートコントローラ９が「Ｈ
」レベル信号を受信し続けることはなく、これによりリモートコントローラ９は通信が終
了したことを判別する。リモートコントローラ９は通信が終了したことを判別すると、リ
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モートコントローラ９の送信用トランジスタをオフ状態（データで表わすと“０”）にし
て継続する。これは電源回路６が停止した場合、あるいは通信ケーブルが断絶した場合と
同じ状況である。
【００４０】
また、通信再開は、本体の制御回路８の通信回路の送信用トランジスタをオン状態（デー
タで表わすと“１”）を一定時間継続させることにより判別し、運転再開時に行なう。
【００４１】
また、通信ケーブルが断線した場合の処理について説明する。制御回路８からリモートコ
ントローラ９への送信信号ケーブルが断線した場合、たとえばインバータが運転中であっ
たとしても、リモートコントローラ９は前述のごとく制御回路８がインバータ２を停止さ
せ、通信を終了したと判別する。
【００４２】
一方、制御回路８は表示データを送信しているものとしてインバータ部２の運転を継続し
てしまう。ここで、前述したように、リモートコントローラ９は制御回路８が通信を終了
したと判別すると、リモートコントローラ９側も同様の状態にすることにより、制御回路
８側がケーブル断線としてインバータ部２を停止させる。逆に、リモートコントローラ９
または御回路８の送信信号ケーブルが断線した場合、制御回路８側が直接ケーブル断線を
判別し、インバータ部２を停止させる。これにより、ケーブル断線時にはインバータ部２
を完全に停止させることができる。
【００４３】
次に、リモートコントローラ９のタイマについて説明する。リモートコントローラ９のタ
イマはインバータ部２が停止している時間（本体終了時間＝夜間）を管理しており、図５
で説明したように、制御回路８との通信が切れたことをトリガとしてタイマが起動する。
【００４４】
次に、図７に示すように、本体制御回路８との通信が再開した時点でタイマが動作してい
るかあるいはタイマが停止しているかを、通信側再開時に本体制御回路８へ送信する。
【００４５】
タイマ時間は夜間の時間を意味するから、タイマ時間を６時間とすると６時間経過後にタ
イマが停止する。６時間以上経過後に運転が再開し、本体との通信が再開すれば１日経過
したこととする。制御回路８は通信再開時にタイマ停止のデータを受ければ、制御回路８
の内部メモリに保存している１日の電力量をクリアし、タイマ動作中のデータを受ければ
、１日経過していないものとし、１日の電力量はクリアせず、継続して積算する。
【００４６】
前述のごとく、太陽電池１の出力電圧が第１の所定電圧以下になった通信を終了した時点
から、前述の第３の所定電圧以上で１通信が再開するまでの時間をタイマで管理するのは
、前述の太陽電池１の出力電圧が第１の所定電圧以下になっても太陽電池１の特性上日射
量がすぐに復帰し、太陽電池１の出力電圧が運転を開始する前日の第３の所定電圧以上に
なってしまう場合があるからである。特に、日没付近は太陽電池１の出力電流は極少とな
り、太陽電池１の出力電圧が第２の所定電圧以下になって、電源回路６が停止した時点で
太陽電池１は開放電圧をとり、開放電圧が第３の所定電圧以上となっていれば再起動して
しまう。再起動してもまた太陽電池１の出力電流はとることができず停止し、これを繰返
すことになる。このたびに１日のデータをクリアしてしまうとほとんどの場合、終了時に
１日のデータがクリアされてしまい、当日の電流量データが残らない（夜間に確認できな
い）ことになる。したがって、この現象を防ぐためにタイマで時間を管理している。
【００４７】
次に、電流量の推移を表わすグラフ表示について説明する。
図１０に示すように、この表示は１時間ごとの積算電流量をインジケータで表示し、一定
時間分表示するものであり、時間経過に伴い右側からインジケータ表示が移動する。した
がって、一定時間以上運転している場合、最新の時間分を表示できる。この実施形態では
、５段階，１２時間分表示する。
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【００４８】
運転時に本体制御回路８で１時間の電力量の演算を行ない、１時間ごとにリモートコント
ローラ９へグラフデータ（０～５）を送信する。リモートコントローラ９はデータを受信
すると最新データを内部メモリに保存するとともに表示部１７の右端に表示する。リモー
トコントローラ９は１２時間分のデータを保存することができ、内部メモリは受信ごとに
データを更新し、表示するグラフは本体の受信ごとに更新される。
【００４９】
インバータ部２の停止後は、リモートコントローラ９が次のデータを受信するまで内部メ
モリのデータが保持され、表示も固定される。前述のごとく停止後のタイマ状態により、
１日経過したことを判別するためにタイマ停止後に本体が起動し、次のグラフデータを受
信した場合、表示をクリアし、初めから表示する。タイマ完了前に本体が起動し、グラフ
データを受信した場合、タイマ時間分のインジケータ０（表示なし）とし、その続きから
表示する。
【００５０】
次に、夜間におけるリモートコントローラの操作について説明する。図６に示すように、
「環境貢献モニタ」用の操作スイッチと、「表示切換」用の操作スイッチといった表示に
関するスイッチを操作した場合、前述のごとく内部メモリに記憶されたデータを表示する
。
【００５１】
表示以外のスイッチが操作された場合、「期間電力量リセット」用の操作スイッチを操作
した場合、まず記憶していた内部データを０とし、かつスイッチ操作されたことを保存す
る。翌朝、本体を起動した時の初期通信時に、期間電流量リセット信号を本体へ送信し、
制御回路８が通信再開時に夜間操作内容を送信し、本体側データをクリアする。「運転モ
ード切換」用の操作スイッチを操作したときも同様である。
【００５２】
次に、夜間停電し、電源回路７が停止した場合の動作について説明する。図８に示すよう
に、電源回路７が停止するためにリモートコントローラ９は動作しなくなり、復電した場
合、リモートコントローラ９は動作可能となるが、本体から受信して内部メモリに記憶し
ていたデータは消去されてしまう。また、期間電流量リセット操作が行なわれていても無
効となる。内部メモリに夜間表示するデータがない場合、表示はバーとする。また、この
場合、タイマが復電しても起動させず、翌朝本体起動時に初期通信時タイマ停止のデータ
を送信し、１日経過したものとする。
【００５３】
図１１はこの発明の第２の実施形態の太陽光発電システム用パワーコンディショナを示す
ブロック図である。この図１１に示した第２実施形態の太陽光発電システム用パワーコン
ディショナは、図１に示した商用電源３からの電力に基づいてリモートコントローラ９に
直流電力を供給する電源回路７を省略したものであり、それ以外の構成は図１と同じであ
る。
【００５４】
図１２はリモートコントローラの他の例を示すブロック図である。この図１２に示したリ
モートコントローラは、補助電源２２としての電池とダイオードとを設けたものであり、
電池の正極にダイオードのアノードが接続され、ダイオードのカソードはコネクタの電源
端子から同じくダイオードを介したカソードと接続され、リモートコントローラ９の制御
電源を供給している。インバータ部２が停止した場合、リモートコントローラ９は内部の
補助電源部２２からの電源により動作する。その動作内容については図２に示したリモー
トコントローラと同じである。
【００５５】
上述のごとく、停止している時間をタイマで管理することで、時計機能を用いずに、簡単
に１日のデータを管理でき、また１日の発電開始からの電力量を演算および表示すること
ができる。
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【００５６】
今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えられ
るべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示され、
特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される
。
【００５７】
【発明の効果】
以上のように、この発明によれば、太陽電池の電力をインバータで交流電力に変換し、商
用系統電源に連系する太陽光発電システム用パワーコンディショナにおいて、インバータ
が停止している時間を管理し、指定時間以上であれば１日経過したと判断し、１日分のデ
ータをクリアし、新たにデータを記憶することにより時計機能を内蔵させることなく、時
刻を設定する手間を省くことができ、パワーコンディショナの日ごとの情報を確認するこ
とができる。
【００５８】
また、インバータが運転中、規定時間ごとの電力量を一定数グラフ表示する表示部を設け
、時間経過に伴い表示の最新データを更新し、過去のデータを順次移動させ、インバータ
が停止中はデータを更新せず表示を固定することにより、１日の発電開始から発電終了ま
での電力量の推移について確認することができる。
【００５９】
時間を管理するタイマは、太陽電池以外の電源により動作することにより、夜間時間を管
理することができ、太陽光発電システム用パワーコンディショナの日ごとの情報を確認す
ることができる。また、停電や電池交換の場合も改めて時刻設定をする手間がかからない
。
【００６０】
さらに、リモートコントローラを設けたことによって、インバータ運転中は太陽電池によ
り動作し、インバータ停止中の操作内容をインバータ起動時に転送することにより、太陽
光発電システム用パワーコンディショナから離れた位置で操作および表示を確認すること
が可能となり、太陽電池が発電していない状態でのリモートコントローラの操作を太陽電
池が発電を再開し、インバータ運転時に反映することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　この発明の一実施形態の構成を示すブロック図である。
【図２】　図１に示したリモートコントローラの構成を示すブロック図である。
【図３】　リモートコントローラの外観図である。
【図４】　太陽電池発電時の動作を示す図である。
【図５】　太陽電池出力低下時の動作を示す図である。
【図６】　太陽電池が発電していないとき（夜間）の動作を示す図である。
【図７】　太陽電池発電開始時の動作を示す図である。
【図８】　夜間に停電および復電したときの動作を示す図である。
【図９】　通信データのフォーマットを示す図である。
【図１０】　電力量の推移を表わすグラフ表示の一例を示す図である。
【図１１】　この発明の第２の実施形態の構成を示すブロック図である。
【図１２】　図１１に示したリモートコントローラの構成を示すブロック図である。
【符号の説明】
１　太陽電池、２　インバータ部、３　商用系統電源、４，５　インバータ駆動回路、６
，７　電源回路、８　制御回路、９　リモートコントローラ、１０　高周波インバータ、
１１　トランス、１２　ダイオードブリッジ、１３　ＤＣフィルタ回路、１４　低周波イ
ンバータ、１５　ＡＣフィルタ回路、１６　連系リレー、１７　表示部、１８　操作スイ
ッチ、１９　コネクタ、２０　制御用マイコン、２１　通信回路。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】 【 図 ７ 】

【 図 ８ 】 【 図 ９ 】
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【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】
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